
議案
番号

件名 担当部課 頁

1 柏市一般職職員給与条例の一部を改正する条例の制定について
総務部
人事課
給与厚生室

1

2 柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
環境部
清掃施設課

2

3 柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
市民生活部
保険年金課

3

4
柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部を改正する条例の制
定について

学校教育部
児童生徒課

4

5
柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例等の一部を改正する条例
の制定について

こども部
保育運営課
こども部
こども福祉課
こども部
こども福祉課
こども支援室
こども部
学童保育課
保健福祉部
障害福祉課

5

6 柏市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
都市部
建築指導課

7

7 柏市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例の制定について
経済産業部
商工振興課

8

8 包括外部監査契約の締結について
企画部
ＤＸ推進課

9

9 市道路線の認定について
土木部
道路総務課

10

10 市道路線の廃止について
土木部
道路総務課

10

11 令和４年度柏市一般会計補正予算について（第８号）
財政部
財政課

11

12
令和４年度柏市国民健康保険事業特別会計補正予算について（第
１号）

財政部
財政課

11

13
令和４年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計補正予算につ
いて（第２号）

財政部
財政課

11

14
令和４年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別
会計補正予算について（第２号）

財政部
財政課

12

15 令和４年度柏市下水道事業会計補正予算について（第２号）
財政部
財政課

12

16 令和５年度柏市一般会計予算について
財政部
財政課

13

17 令和５年度柏市国民健康保険事業特別会計予算について
財政部
財政課

13

18 令和５年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計予算について
財政部
財政課

13

19 令和５年度柏市介護老人保健施設事業特別会計予算について
財政部
財政課

14

20 令和５年度柏市介護保険事業特別会計予算について
財政部
財政課

14
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議案
番号

件名 担当部課 頁

21
令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別
会計予算について

財政部
財政課

14

22 令和５年度柏市学校給食センター事業特別会計予算について
財政部
財政課

15

23
令和５年度柏市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算につ
いて

財政部
財政課

15

24 令和５年度柏市後期高齢者医療事業特別会計予算について
財政部
財政課

15

25 令和５年度柏市病院事業会計予算について
財政部
財政課

16

26 令和５年度柏市水道事業会計予算について
財政部
財政課

17

27 令和５年度柏市下水道事業会計予算について
財政部
財政課

18



議案第 １号 柏市一般職職員給与条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第１号は，児童相談所等において相談等の業務に従事した職員に支給す

る特殊勤務手当を定めるため，柏市一般職職員給与条例の一部を改正しようと

するものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ 特殊勤務手当の支給額を次のとおり改めること（別表第４関係）。 

種類 改正前 改正後 

社会福祉業務手当 月額 ５，０００円以内 月額 ５，０００円以内

（ただし，規則で定める

勤務に従事した職員にあ

っては，日額１，０００

円以内とする。） 

夜間特殊業務手当 １勤務 ４１０円以内 １勤務 １，１００円以

内 

２ この条例は，令和５年４月１日から施行すること。 
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議案第 ２号 柏市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第２号は，本市が発注する清掃施設に係る委託業務等の請負その他の契

約のうち総合評価一般競争入札方式によるものの落札者決定基準の策定及び落

札者の決定についての審査を行うため，柏市清掃施設総合評価一般競争入札方

式選定委員会を設置しようとするものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ 次の附属機関を市長の附属機関として設置すること（別表関係）。 

附属機関 担任する事務 委員の数 委員の任期 

柏市清掃施

設総合評価

一般競争入

札方式選定

委員会 

本市が発注する清掃施設に係る委託

業務等の請負その他の契約のうち総

合評価一般競争入札方式によるもの

の落札者決定基準の策定及び落札者

の決定についての審査に関する事務 

業務ごとに

１０人以内 

市長が別に

定める。 

２ この条例は，公布の日から施行すること。 
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議案第 ３号 柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第３号は，出産育児一時金の額の改定及び保険料の減免の申請に係る特

例を定めることを行うため，柏市国民健康保険条例の一部を改正しようとする

ものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ 出産育児一時金の額を次のとおり改定すること（第５条第１項関係）。 

改正前 改正後 

４２０，０００円 ５００，０００円 

２ 保険料の減免を受けようとする者のうち災害により資産について甚大な損

害を受け，保険料の全額負担が困難と認められる者その他特別の事由があ

る者で提出の期限までに減免の申請書を提出できない特別の事情があると

認められるものに係る申請書の提出の期限は，市長が別に定めることとす

ること（第２８条第３項関係）。 

３ この条例は，令和５年４月１日から施行すること。ただし，２は公布の日

から施行すること。 

3



議案第 ４号 柏市非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部を改正する条例の

制定について 

 議案第４号は，スクールロイヤーの報酬の額を定めるため，柏市非常勤特別

職職員報酬等支給条例の一部を改正しようとするものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ 新たに定める非常勤特別職職員の報酬の額は，次のとおりとすること（別

表第１第４２号の２関係）。 

職名 報酬の額 

スクールロイヤー 日額５６，０００円 

２ この条例は，令和５年４月１日から施行すること。 
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議案第 ５号 柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例等の一部を改正する条

例の制定について 

 議案第５号は，児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令等の施行に伴い，関係条例の整備を行うため，柏市特定児童福祉施設設

備運営基準条例ほか６条例の一部を改正しようとするものです。 

主な内容は，次のとおりです。 

１ 対象条例 

(1) 柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例（改正条例第１条関係）

(2) 柏市放課後児童健全育成事業設備運営基準条例（改正条例第２条関係）

(3) 柏市幼保連携型認定こども園設備運営基準条例（改正条例第３条関係）

(4) 柏市地域型保育事業設備運営基準条例（改正条例第４条関係）

(5) 柏市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例（改正条

例第５条関係） 

(6) 柏市認定こども園の認定の要件を定める条例（改正条例第６条関係）

(7) 柏市指定障害児通所支援事業等人員設備運営基準等条例（改正条例第７

条関係） 

２ 特定児童福祉施設等は，児童等の安全の確保を図るため，当該特定児童福

祉施設等の設備の安全点検，職員，児童等に対する施設外又は事業所外での

活動，取組等を含めた特定児童福祉施設等での生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導，職員の研修及び訓練その他特定児童福祉施設等におけ

る安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し，

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならないこと（改正条例第１

条，第２条及び第４条関係）。 

３ 自動車を運行する場合の所在の確認 

(1) 特定児童福祉施設等は，児童等の施設外又は事業所外での活動，取組等

のための移動その他の児童等の移動のために自動車を運行するときは，児

童等の乗車及び降車の際に，点呼その他の児童等の所在を確実に把握する

ことができる方法により，児童等の所在を確認しなければならないこと

（改正条例第１条，第２条，第４条及び第６条関係）。 

(2) 保育所等は，児童等の送迎等を目的とした自動車を日常的に運行すると

きは，当該自動車にブザーその他の車内の児童等の見落としを防止する装

置（以下「ブザー等」という。）を備え，これを用いて（１）の所在の確
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認（児童等の降車の際に限る。）を行わなければならないこと（改正条例

第１条，第４条及び第６条関係）。 

(3) 保育所等において児童等の送迎等を目的とした自動車を日常的に運行す

る場合であって，当該自動車にブザー等を備えること及びこれを用いるこ

とにつき困難な事情があるときは，令和６年３月３１日までの間，当該自

動車にブザー等を備えないことができること。この場合において，当該自

動車を日常的に運行する保育所等は，ブザー等の設置に代わる措置を講じ

て児童等の所在の確認を行わなければならないこと。（改正条例第７条及

び改正附則第３項から第５項まで関係）。 

４ 児童等に対する懲戒に係る権限に関する規定を削除すること（改正条例第

１条及び第３条から第５条まで関係）。 

５ 特定児童福祉施設等は，感染症や非常災害の発生時において，利用者等に

対する支援の提供等を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならないこと

（改正条例第１条から第３条まで及び第６条関係）。 

６ この条例は，令和５年４月１日から施行すること。 
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議案第 ６号 柏市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６号は，建築基準法等の改正に伴い，建築物の高さに関する特例の許

可等の申請に係る手数料の制定，低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の認定の申請に係る手数料の区分及び額を改めること等を

行うため，柏市手数料条例の一部を改正しようとするものです。 

主な内容は，次のとおりです。 

１ 建築基準法の改正に伴い，次に掲げる対象事務に係る手数料を制定するこ

と（別表第２項の表１７の２の項，１８の２の項，２１の２の項及び２４の

２の項関係）。 

(1) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の認定の申請に

対する審査 

(2) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に

対する審査 

(3) 建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

２ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の改正に伴い，次に掲げ

る事務に係る手数料の区分及び額を改めること（別表第２項の表６５の１９

の項及び６６の２の４の項関係）。 

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

３ この条例は，令和５年４月１日から施行すること。 
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議案第 ７号 柏市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 議案第７号は，創業支援資金の融資の限度額を改定するため，柏市中小企業

資金融資条例の一部を改正しようとするものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ 創業支援資金の融資の限度額を次のとおり改定すること（別表関係）。 

改正前 改正後 

１，５００万円 ３，５００万円 

２ この条例は，令和５年４月１日から施行すること。 

8



議案第 ８号 包括外部監査契約の締結について 

 

 議案第８号は，地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により，次のとお

り包括外部監査契約を締結することについて，議会の議決を経ようとするもの

です。 

１ 契約の内容 

  監査の実施及び監査の結果に関する報告の提出 

２ 契約の期間の始期 

令和５年４月１日 

３ 監査に要する費用の額 

  １３，２００，０００円を上限とする額 

４ 監査に要する費用の支払方法 

  監査の結果に関する報告の提出後に支払うこと。ただし，概算払をするこ

とができること。 

５ 契約の相手方 

  小 林 義 和 
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議案第 ９号 市道路線の認定について 

議案第１０号 市道路線の廃止について 

 

 議案第９号及び議案第１０号は，次のとおり市道路線を認定し，及び廃止し

ようとするものです。 

１ 市道路線の認定については，土地区画整理事業による帰属等のため，３４

路線を認定しようとするものです。 

２ 市道路線の廃止については，土地区画整理事業の施行等のため，１０路線

を廃止しようとするものです。 

 

【参考】 

１ 認定道路の内訳 

 土地区画整理事業による帰属  １９路線 

 開発行為による帰属  １４ 

 市道整備   １ 

２ 廃止道路の内訳 

 土地区画整理事業の施行   ６路線 

 路線の整理   ２ 

 払下げ   １ 

 その他   １ 
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議案第１１号 令和４年度柏市一般会計補正予算について（第８号） 

 

 議案第１１号は，令和４年度柏市一般会計予算の総額を約２９億４，８１９

万円増額し，約１，６５６億８，９５９万円に補正しようとするほか，継続費

の変更及び廃止，繰越明許費の追加及び変更，債務負担行為の追加並びに地方

債の変更に係る補正をしようとするものです。 

 主な内容は，別冊の令和４年度２月補正予算（案）の概要のとおりです。 

 

 

 

 

議案第１２号 令和４年度柏市国民健康保険事業特別会計補正予算について

（第１号） 

 

 議案第１２号は，令和４年度柏市国民健康保険事業特別会計予算の総額を約

８億５，８４６万円増額し，約４１５億５，８４６万円に補正しようとするも

のです。 

 主な内容は，別冊の令和４年度２月補正予算（案）の概要のとおりです。 

 

 

 

 

議案第１３号 令和４年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計補正予算に

ついて（第２号） 

 

 議案第１３号は，令和４年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計予算の

総額を４，１２０万円減額し，約７億２，２３３万円に補正しようとするほか，

債務負担行為の廃止及び地方債の廃止に係る補正をしようとするものです。 

 主な内容は，別冊の令和４年度２月補正予算（案）の概要のとおりです。 
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議案第１４号 令和４年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特

別会計補正予算について（第２号） 

 

 議案第１４号は，令和４年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事

業特別会計予算の歳入予算（国庫支出金及び市債）に係る補正をするほか，繰

越明許費の変更及び地方債の変更に係る補正をしようとするものです。 

 主な内容は，別冊の令和４年度２月補正予算（案）の概要のとおりです。 

 

 

 

 

議案第１５号 令和４年度柏市下水道事業会計補正予算について（第２号） 

 

 議案第１５号は，令和４年度柏市下水道事業会計予算の収益的収入の予定額

を約１億４，２３０万円増額し，約１０６億４，９３０万円に，収益的支出の

予定額を約１億８，０５８万円増額し，約１０２億１，９５８万円に，資本的

収入の予定額を約４億３，００５万円増額し，約４７億７，７０５万円に，資

本的支出の予定額を約２億５，９４８万円増額し，約６５億７，２４８万円に

補正するほか，企業債及び他会計からの補助金に係る補正をしようとするもの

です。 

 主な内容は，別冊の令和４年度２月補正予算（案）の概要のとおりです。 
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議案第１６号 令和５年度柏市一般会計予算について 

 議案第１６号は，令和５年度柏市一般会計予算の総額を１，４９９億１，０

００万円（令和４年度１，４８４億７，０００万円。前年度比１．０パーセン

ト増）にしようとするものです。

主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。

議案第１７号 令和５年度柏市国民健康保険事業特別会計予算について 

 議案第１７号は，令和５年度柏市国民健康保険事業特別会計予算の総額を３

９０億４，４００万円（令和４年度４０７億円。前年度比４．１パーセント

減）にしようとするものです。 

主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 

議案第１８号 令和５年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計予算につい

て 

 議案第１８号は，令和５年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計予算の

総額を７億８，２００万円（令和４年度７億１，７００万円。前年度比９．１

パーセント増）にしようとするものです。 

主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 
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議案第１９号 令和５年度柏市介護老人保健施設事業特別会計予算について 

 

 議案第１９号は，令和５年度柏市介護老人保健施設事業特別会計予算の総額

を１億２，３００万円（令和４年度１億４，５００万円。前年度比１５．２パ

ーセント減）にしようとするものです。 

 主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 

 

 

 

 

議案第２０号 令和５年度柏市介護保険事業特別会計予算について 

 

 議案第２０号は，令和５年度柏市介護保険事業特別会計予算の総額を３１２

億６，２００万円（令和４年度２９７億２，５００万円。前年度比５．２パー

セント増）にしようとするものです。 

 主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 

 

 

 

 

議案第２１号 令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特

別会計予算について 

 

 議案第２１号は，令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事

業特別会計予算の総額を１５億１，２００万円（令和４年度１４億８，２００

万円。前年度比２．０パーセント増）にしようとするものです。 

 主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 
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議案第２２号 令和５年度柏市学校給食センター事業特別会計予算について 

 議案第２２号は，令和５年度柏市学校給食センター事業特別会計予算の総額

を４億７，６００万円（令和４年度４億８，１００万円。前年度比１．０パー

セント減）にしようとするものです。

主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。

議案第２３号 令和５年度柏市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算に

ついて 

 議案第２３号は，令和５年度柏市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予

算の総額を５，９００万円（令和４年度４，５００万円。前年度比３１．１パ

ーセント増）にしようとするものです。 

主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 

議案第２４号 令和５年度柏市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

 議案第２４号は，令和５年度柏市後期高齢者医療事業特別会計予算の総額を

６８億２，１００万円（令和４年度６５億４，２００万円。前年度比４．３パ

ーセント増）にしようとするものです。 

主な内容は，別冊の令和５年度当初予算案の概要のとおりです。 
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議案第２５号 令和５年度柏市病院事業会計予算について 

 

 議案第２５号は，令和５年度柏市病院事業会計予算の総額を約５億１，１０

０万円（令和４年度約７億２，２００万円。前年度比２９．２パーセント減）

にしようとするものです。 

 収益的収支では，収入と支出をそれぞれ約３億８，６００万円の均衡予算と

しています。 

 資本的収支では，収入が約２，０００万円，支出が１億２，５００万円で，

差引き約１億５００万円の不足額が生じることになります。この不足額は，当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資

金で全額を補塡する予定です。 

【参考】 

 収益的収支及び資本的収支の主な内訳 

１ 収益的収支 

 (1) 収入（約３億８，６００万円） 

    医業外収益（負担金交付金，他会計補助金等） 約３億８，６００万円 

 (2) 支出（約３億８，６００万円） 

ア 医業費用（政策的医療交付金，委託料等） 約３億７，０００万円 

  イ 医業外費用（支払利息等） 約１，１００万円 

２ 資本的収支 

 (1) 収入（約２，０００万円） 

    出資金 約２，０００万円 

 (2) 支出（１億２，５００万円） 

ア 建設改良費（工事請負費等） ９，０００万円 

  イ 企業債償還金 約３，０００万円 
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議案第２６号 令和５年度柏市水道事業会計予算について 

 議案第２６号は，令和５年度柏市水道事業会計予算の総額を１２６億５，６

００万円（令和４年度１１９億４，７００万円。前年度比５．９パーセント

増）にしようとするものです。 

 収益的収支では，収入が約８９億８，３００万円，支出が８０億８，５００

万円で，収入が約８億９，８００万円上回ることになります。 

 資本的収支では，収入が約８億４，０００万円，支出が４５億７，１００万

円で，差引き約３７億３，１００万円の不足額が生じることになります。この

不足額は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度分損益勘

定留保資金並びに繰越利益剰余金処分額で全額を補塡する予定です。 

【参考】 

 収益的収支及び資本的収支の主な内訳 

１ 収益的収支 

(1) 収入（約８９億８，３００万円）

ア 営業収益（給水収益等） 約８０億２，４００万円

イ 営業外収益（長期前受金戻入等） 約９億５，９００万円

(2) 支出（８０億８，５００万円）

ア 営業費用（受水費，減価償却費等） 約７８億６，７００万円

イ 営業外費用（支払利息等） 約１億３，４００万円

ウ 特別損失（過年度損益修正損） 約５００万円

２ 資本的収支 

(1) 収入（約８億４，０００万円）

ア 工事寄附負担金 約２億４００万円

イ 給水申込納付金 約６億７００万円

ウ 他会計負担金 約２，８００万円

エ 補助金等 約１００万円

(2) 支出（４５億７，１００万円）

ア 建設改良費（配水管布設工事，配水管改良工事，水源地設備更新工事等）  約３９

億８，８００万円

イ 企業債償還金 約４億３，１００万円

ウ その他資本的支出 約１億１００万円 
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議案第２７号 令和５年度柏市下水道事業会計予算について 

 

 議案第２７号は，令和５年度柏市下水道事業会計予算の総額を１６５億６，

０００万円（令和４年度１６３億５，２００万円。前年度比１．３パーセント

増）にしようとするものです。 

 収益的収支では，収入が１０５億８，６００万円，支出が１０１億７，８０

０万円で，収入が４億８００万円上回ることになります。 

 資本的収支では，収入が４８億２，９００万円，支出が６３億８，２００万

円で，差引き１５億５，３００万円の不足額が生じることになります。この不

足額は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度分損益勘定

留保資金並びに繰越利益剰余金処分額で全額を補塡する予定です。 

【参考】 

 収益的収支及び資本的収支の主な内訳 

１ 収益的収支 

(1) 収入（１０５億８，６００万円） 

ア 営業収益（下水道使用料等） 約７２億５００万円 

イ 営業外収益（他会計補助金，長期前受金戻入等） 約３３億８，０００万円 

ウ 特別利益（過年度損益修正益） 約１００万円 

(2) 支出（１０１億７，８００万円） 

ア 営業費用（管渠
きょ

費，減価償却費等） 約９６億７，６００万円 

イ 営業外費用（支払利息等） 約４億１，７００万円 

ウ 特別損失（過年度損益修正損） 約５００万円 

２ 資本的収支 

(1) 収入（４８億２，９００万円） 

ア 企業債 約２８億７，４００万円 

イ 他会計出資金 約１１億１，１００万円 

ウ 補助金 約５億９，４００万円 

エ 負担金 約２億４，９００万円 

オ 長期貸付金償還金 約１００万円 

(2) 支出（６３億８，２００万円） 

  ア 建設改良費（公共下水道管渠
きょ

建設費，桝
ます

設置費等） 約３３億３，１００万円 

イ 固定資産購入費（流域下水道建設費負担金等） 約３億１，２００万円 

ウ 企業債償還金 約２６億７，９００万円 

エ 補助金返還金 約８００万円 

オ 長期貸付金 約２００万円 
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